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■開催日時・出席者等 

日時 令和４年７月２０日(水) １８：３０～２０：３０ 

場所 高齢者総合サポートセンター１階 ひだまりホール 

出席者 

委員 
杉山委員、髙野（学）委員、加賀委員、西田委員、依田委員、花井委

員、前田委員、丸橋委員、有村委員 

地域包

括支援

センタ

ー 

今井いきいきプラザ一番町施設長、金井特別養護老人ホームかんだ連

雀施設長、竹内高齢者あんしんセンター麹町センター長、川島高齢者

あんしんセンター神田センター長 

事務局 
細越保健福祉部長、原田地域保健担当部長、小原高齢介護課長、白井

在宅支援係長、赤石澤相談係長、島田地域包括ケア推進係長、 

欠席者 高野委員、藤谷委員、末廣委員、菊池保健福祉部在宅支援課長 

議事報告者 
高齢者あんしんセンター麹町；竹内センター長 

高齢者あんしんセンター神田：川島センター長 

 

■議事録 

〈開会〉 

○赤石澤 

相談係長 

皆様こんばんは。まだ到着していらっしゃらない方もいらっしゃいます

が、お時間になりましたので始めていきたいと思います。 

本日はお忙しい中、お集まりいただきましてどうもありがとうございま

す。私は在宅支援課相談係長の赤石澤と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

会議を始める前に、委員の皆様にお願いがございます。この会議は公開

を前提に開催しており、傍聴の許可と議事録の千代田区ホームページへの

掲載を行っています。今回、傍聴希望はございませんが、会議録作成のた

めに録音機を置かせていただいておりますので、ご了承くださいますよう

お願いいたします。 

ホームページ公開に当たりましては、各委員の皆様に発言内容などの事

前確認をお願いすることになりますので、後日ご確認のほうをよろしくお

願いいたします。 

では、開会に先立ちまして、保健福祉部長の細越からご挨拶申し上げま

す。 
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○細越保健 

福祉部長 

皆さん、こんばんは。保健福祉部長の細越と申します。本日はお忙しい

中、また新型コロナの第７波の到来という中、お集まりいただきまして、

誠にありがとうございます。また、日頃より千代田区の保健福祉行政に様々

な形でご理解、ご協力を頂いておりますことをこの場をお借りしまして感

謝申し上げます。ありがとうございます。 

当運営協議会でございますけれども、千代田区内２か所ございます麹町

と神田の地域包括支援センターで実施しています事業、また運営体制につ

きまして確認させていただくことが目的となっております。この新型コロ

ナの影響で一昨年度、昨年度の２か年は、これまでの第１回の開催を書面

開催でしておりました。対面で開催するのは実に３年ぶりとなります。よ

ろしくお願いしたいと思います。 

ただ、申し上げましたように、第７波が続いているところでございます

ので、引き続き高齢者が安心して暮らしていけるような、地域に一番身近

な相談窓口でありますこの地域包括支援センターが担う役割をしっかりと

我々は認識した上で対応していきたいなと思っております。 

本日はこの包括支援センターの事業実績の報告、これが中心になります

けれども、様々な形でご意見を頂戴したいと思っています。限られた時間

でございますけれども、よろしくお願いします。 

○赤石澤 

相談係長 

ありがとうございました。本日は第１回目の協議会でございます。お集

まりいただいた委員の皆様には、昨年度から引き続き地域包括支援センタ

ー運営協議会委員をお願いしております。また４月に事務局の異動があり

ましたので、自己紹介をさせていただきたいと思います。 

では、最初に小原課長、お願いします。 

○小原高齢福

祉課長 

皆様、こんばんは。４月１日付で高齢介護課長を拝命いたしました小原

と申します。３月までは学務課長ということで、先生方にも子どもの健康

等でお世話になりました。４月からは何度かもう先生方にお会いしていま

すが、高齢者の福祉ということで担当してございます。引き続きよろしく

お願いします。 

○赤石澤 

相談係長 

ありがとうございます。在宅支援課長の菊池も４月に着任いたしました

が、本日都合により欠席させていただいております。 
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地域包括支援センターの運営協議会は、これまでも活発な議論が行われ

ております。今年度もぜひ忌憚のないご意見を頂きたいと思います。 

それでは協議会成立のご報告をさせていただきます。運営協議会設置要

綱第１０条の規定に基づき、委員の半数以上の出席が開催の条件とされて

おります。本協議会の定数は１３名で、本日ご出席頂いております委員の

数は９名でございますので、本日の運営協議会が成立していることをご報

告いたします。 

本協議会の会長の高野龍昭委員、それから藤谷委員、末廣委員からは前

もってご欠席のご連絡を頂いております。 

では、議事に入る前に、本会の議事進行についてご説明させていただき

ます。まず千代田区のほうから令和３年度の要介護認定の状況及び地域包

括支援センターでの相談件数の実績をご報告させていただきます。次に、

各地域包括支援センターから、令和３年度の事業報告と収支状況報告、及

び令和４年度の予算についてご報告を頂きます。 

なお、令和４年度の高齢者あんしんセンターの事業計画については、前

回２月の協議会のほうで報告は済んでおります。 

次に、議事に使用いたします資料の確認をさせていただきます。資料の

１から５は事前に送付させていただいております。本日、机上に配付させ

ていただきました資料は、次第、座席表、名簿の３点になります。お手元

にない資料がございましたら、事務局が資料をお持ちしますので、恐れ入

りますが挙手をお願いいたします。大丈夫でしょうか。 

では、本日、会長の高野委員が都合で欠席のため、運営協議会設置要綱

第１０条の規定に基づきまして、副会長の杉山委員に本日の議事進行をお

願いいたします。 

それでは以降の進行につきましては、杉山副会長、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○杉山副会長 皆さん、こんにちは。副会長の杉山です。東京都健康長寿医療センター

研究所で研究員をしております。高野会長がご欠席ということで、若輩で

すが、務めさせていただきたいと思います。 

それでは、これより次第に沿って議題を進めてまいります。本日の運営
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協議会の議題は、報告案件が４件とその他を予定しております。協議会は

８時２０分をめどに終了したいと考えております。円滑な議事進行を図る

ために、発言は簡潔に、また多くの委員が発言できるようにご協力のほど、

よろしくお願いいたします。 

事前送付の資料は、お目通しいただいていることだと思いますので、両

高齢者あんしんセンターからの報告は要点のみとし、委員の皆様のご意見

を伺うことをメインとして会を進めさせていただければと思っておりま

す。 

それでは議題１について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○赤石澤 

 相談係長 

 それでは議事１について報告させていただきます。皆様、資料１を御覧

ください。こちらには令和３年度の要介護認定者数の総計とグラフを掲載

しております。上のほうには要支援と要介護のそれぞれの小計が出してあ

ります。年度当初の４月と年度末３月の要支援の小計を比較していただく

と、６６６件と６５４件、また要介護についてはそれぞれ小計が１，６７

９件と１，７１６件です。総数で見ますと２，３４５件と２，３７０件と

いうことで、１年を通してほぼ横ばいという状況でございます。 

 また、その下のグラフは年単位の要介護認定者の推移をグラフに表した

ものです。こちらのグラフを見ていただいても、ここ数年要介護認定者数

はほぼ横ばいに推移しているという状況でございます。 

 それでは、続きまして資料２のほうを御覧ください。こちらのほうは令

和３年度の高齢者あんしんセンターの相談実績でございます。かなり細か

い資料になっておりますので、見づらくて恐縮ですが、まず表の一番上の

相談件数の計、総数ですね、こちらのほうを御覧ください。高齢者あんし

んセンター麹町の相談件数が１万７，４６１件、あんしんセンター神田が

１万４，９２２件で、合計しまして３万２，３８３件となっております。

その下のほうに、令和２年度の相談件数が出してあります。こちらのほう

と比較していただきますと、それぞれのあんしんセンターの相談件数が伸

びていまして、大体全体で４，８００件ぐらい増えているという形になっ

ております。 

 あとは各センターで受けた相談については、相談分類は相談・紹介があ
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った項目に１個だけチェックを入れるとなっております。ただし認知症の

関連の項目ですとか、要支援のケアプラン作成とサービス担当者会議の複

数チェックは可としております。こちら入力ルールというマニュアルがあ

るのですが、分類ですとか計上の方法が少し曖昧になっている部分もある

ようで、その部分でカウントの方法ですとか、各あんしんセンターでの計

上の仕方などもちょっと検討したほうがいいのかなという部分もありまし

て、この方法については先日のあんしんセンターの連絡会でも取り上げて

おりまして、今後毎年入力の基準見直しをしながら、実施に向けた相談件

数をできるだけ正確に計上して、事業評価ができるようにしていきたいと

考えております。 

 報告は以上になります。 

○杉山副会長 

 

 ありがとうございます。ただいまの報告を受けて、質問や意見がある方

は挙手をお願いいたします。何かございますか。 

 相談件数がやや増えぎみというか、増えているというのは何か理由が思

い当たるところはありますでしょうか。包括の皆さんから見て。 

○高齢者あん

しんセンタ

ー麹町竹内 

 センター長 

ただいまの質問なのですけれども、恐らくというお答えになるのですけ

ど、令和２年度がやっぱりコロナで結構相談が減っていまして、皆さん控

えていたという部分があって、３年度になって控えていた方が相談に来ら

れたりとか、あとはいろいろな教室に参加、２年度が結構中止になってい

たものが３年度に再開されて、参加されて、おのずとちょっと相談も増え

たということと、あと考えられますのが、麹町の高齢者の数が今回３年度

初めて、後でちょっと報告しようと思ったのですけれども、６，０００人

を超えているので、私が知る限り初めて６，０００人台、大台に乗ったな

と思いますので、高齢者の数も増えているということで、比例して相談数

も増えているという認識であります。以上です。 

○杉山副会長 ありがとうございます。神田のほうは何かありますか。 

○特別養護老

人ホームか

んだ連雀金

井施設長 

申し訳ありません、ちょっとセンター長、川島が急用で出ていますが、

すぐ戻ります。 

今、報告を受けているのは全く同じで、認知症カフェ、施設を使っての

開催ができなかったのを岩本と連雀２か所で開催を始めていたりとか、そ
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れから地域のいろいろなところに顔を出して、外で特定事業であるとか、

それぞれ教室をやるようになってきた。職員が回る、出ていく回数も増え

ています、企画が増えていますので、実績的に数が増えてきたということ

になると思います。 

あと、見守り相談窓口設置業務の事業、こちらのほうでも担当者が精力

的に外を回っていますので、その中から相談件数が増えていくということ

は聞いております。 

○杉山副会長 ありがとうございます。令和２年度の要介護認定者数は、そうすると相

談は少なかったけれども、結構一番初めのグラフなのですけど、認定者は

ちょっと増えているという感じがあるので、コーディネートされている方

で認定が必要な方も増えているのかなという印象がありますね。ありがと

うございます。 

ほかに何か皆様方でご意見。高野委員、お願いいたします。マイクをお

願いいたします。 

○高野委員 相談件数の一番下の内訳のⅣの「見守り相談窓口」というところの麹町

がゼロで、神田が３，７１２と全然数が違っていて、その結果総数であん

しんセンター麹町の相談数１万７，４６１というのはほとんどが実質的な

相談で、神田の１万４，９２２件のうち３，７１２が見守り相談窓口とい

う解釈でよろしいのでしょうか。そうすると実質相談というのは圧倒的に

差があるのですけど、麹町のほうが物すごく多いという印象なのですが、

人口を勘案してもちょっとこの差はどうなのかと思いました。 

○杉山副会長 見守り相談窓口については、前年度は麹町地区は開設がなかったのでゼ

ロ件ということで間違いないと思いますけれども、実際の相談件数が少し

差があるのではないかというご意見ですが。 

○赤石澤 

 相談係長 

では、赤石澤のほうからもご説明をしたいと思います。先ほどの報告の

中でも触れたのですが、一応相談件数を計上するときには、それぞれ主た

る相談に対して１ずつつけるということにしております。ただ、例えばケ

アマネジメントですね、２番の介護予防支援事業所のケアマネジメントの

部分については、ダブル計上もオーケーとしていますし、あとは認知症の

関係の部分もダブル計上ができるようになっているのですが、その部分の



 

   ７

ケースの上げ方ですとか、それから下のほうに地域よろずケアというもの

があるかと思うのですけれども、こちらの計上の仕方も先月もあんしんセ

ンター連絡会の中では、計上の仕方に若干差が各所であるのですね。ただ、

相談はしっかりしていただいているという認識はしているのですけれど

も、評価する場合、やはりデータ的に分析するとなったときに、同じ統一

した統計のとり方をして出したほうがいいかなというのもありまして、今

年度中にもう１回整理をし直してきちっと計上するようにしたなと考えて

おります。 

○杉山副会長 ありがとうございます。そうすると計上の仕方をもう少しマニュアル化

して統一するということが必要かということで、ご意見頂けたかと思いま

す。 

あと、延べ件数を書いているので、実人数を計上すると恐らく何人関り

があったかというのが見えると思うので、延べプラス実人数というのがあ

ったほうが統計しやすいのかなと少し思いました。ありがとうございます。 

何かございますか。よろしいでしょうか。そうしましたら次の議題に移

らせていただきたいと思います。次の議題２、３については、各高齢者あ

んしんセンターから報告を頂きまして、その後、質疑を行います。では、

議題２について高齢者あんしんセンター麹町から説明をお願いいたしま

す。 

○高齢者あん

しんセンタ

ー麹町竹内

センター長 

では、あんしんセンター麹町よりご説明させていただきます。説明に先

立ちまして、令和３年度、関係者の皆様及び千代田区職員の皆様のおかげ

で、何とか無事に運営できましたことを、この場をお借りしてお礼申し上

げます。ありがとうございます。 

資料３－１を御覧いただければと思います。まず１枚目になるのですけ

れども、先ほどお伝えしたとおり、左下に高齢者人口が６，０１６人とい

うことで、初めて６，０００人台の大台に乗っております。また特徴とし

まして、一人暮らしの方が２，２００人と約４割になっておりますので、

全国平均に比べましても麹町地域におきましては一人暮らしの方が多いと

いうのが特徴でございます。 

１枚おめくりいただきまして、各項目のご説明になります。先ほど杉山
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委員から、皆様は既に資料はお目通しいただいているということで、簡潔

にというお話がありましたので、簡潔に説明いたします。主にそれぞれの

アの「考え方」とイの「体制」につきましては、前年度と変わりありませ

んので、ウの「事業実績」と、あと右側の「課題と今後の方向性」につき

まして簡潔に説明いたします。 

まず「①第１号介護予防支援事業」でございますが、こちらが要支援、

要介護になる前の元気高齢者に対しての予防事業でございまして、そのよ

うな方々に介護予防ケアマネジメントとしまして、転倒予防マシントレー

ニングに２７人の方に参加していただいてプランの作成、また生活機能改

善訪問アドバイスにつきましては１４名の方にプランの作成をしておりま

す。 

また、このような教室に参加していただいた後には、自主グループがそ

れぞれできておりまして、そちらの自主グループもうまく運営されている

かどうかにつきましては、あんしんセンターの担当職員がたまに見にいっ

て確認をしているところでございます。 

今後の方向性なのですけれども、やはりこのコロナ禍におきまして、い

ろいろ通っていたことができなくなった方もいらっしゃいますし、あとは

定年退職をされた方もいらっしゃいます。そういった方にぜひアプローチ

をして、このような元気高齢者向けの教室に参加していただけるようにつ

なげていきたいと考えております。 

続きまして、次のページに移ります。「②総合相談支援業務」でございま

す。やはり実績を見ていただきますと、令和２年度が来所で相談された方

が４７６件だったのですけれども、令和３年度が６５１件ということで、

やはり皆様が外に出られてあんしんセンターのほうにもお越しいただける

ようになっているのかと思います。当然我々としましても来所相談があり

ましたときには、アクリル板を使って対面で、あとは本当に消毒をまめに

しながら対応しているところでございます。 

続きまして、「③権利擁護業務」でございます。実績を御覧いただきます

と虐待認定対応ケースが３ケース認定されたものに対して対応していま

す。その下の下にコアメンバー会議が９回開催というのが、この会議はい
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ろいろな方から虐待ではないかと、ご相談とか通報があったときに、この

会議を開催しまして、このケースは本当に虐待認定されるのか、されない

のかという判断をした会議でございます。 

虐待認定されなくても、権利擁護の視点でいろいろ対応していく必要が

あると思いますので、今後もしていきたいと思っております。 

次のページになります。「④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業」

でございます。こちらが主に地域の要介護のマネジメントをしていらっし

ゃるケアマネジャーさんの支援をするところが主な内容になってくるので

すけれども、介護支援専門員さんが相談及び連携ということで、やっぱり

この麹町地域は１人で事業をされているケアマネジャーさんがいらっしゃ

いまして、なかなか近くに相談したりとか、困ったときに助けを求められ

るケアマネジャーさんがいない方もいらっしゃいまして、あんしんセンタ

ーを頼ってくださっております。来所が６１件、電話での相談が６３２件、

あとケアマネジャーさんと同行してご自宅に一緒に行って相談を受けると

いうことも５４件ございました。 

あとはケアマネジャーの団体で、千代田ケアマネ連絡会というのがあっ

たのですけれども、なかなかコロナ禍で開催を見送っておりまして、ケア

マネジャーさんたちと顔を合わせる機会が減ってはいたのですけれども、

あんしんセンターで行っている圏域の地域ケア会議で３年度につきまして

はケアマネジャーさん、皆さんをお呼びして開催しまして、顔合わせをす

ることはできました。 

続きまして「⑤在宅医療・介護連携推進事業」でございます。こちらが

主に各病院から来週麹町何丁目の誰々さんが退院をするので、入院中、筋

力がちょっと弱ったので退院後のフォローをお願いしますとか、そういっ

たお話が病院側のソーシャルワーカーを通して来ますので、そういったこ

とに対して令和３年度が６９ケース対応しています。そのうち退院カンフ

ァレンス、病院に伺って、あるいはＺｏｏｍ会議でカンファレンスに参加

したケースが１３ケースという数でございました。 

こちらの事業につきましても、本当に地域のケアマネジャーさんと一緒

に要介護の認定があれば行いますし、認定申請されていない方は申請から
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お手伝いをするような形で対応させてもらっています。 

続きまして「⑥生活支援体制整備事業」でございます。こちらが令和４

年度から相談センターに受託されるということが、もう令和３年度の間に

分かっていましたので、同じ法人職員としてスタッフへの足がかりを相談

センターと一緒に行ってきたかなと思っております。 

続きまして、「⑦認知症総合支援事業」でございます。ページをおめくり

いただきまして、ウの「事業実績」でございますが、あんしんセンターに

認知症初期集中支援チームがありまして、１０ケース対応しております。

あとは認知症コーディネーターとして１７ケース対応しました。あとは認

知症サポーター養成講座として、講師として１回行っております。 

この事業だけは、コロナ禍におきましても認知症カフェ及び本人ミーテ

ィングにつきましては、毎月１回感染対策を念入りに行いながら、行って

きました。 

続きまして（２）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築で

ございます。こちらにつきましては本当にいろいろな会議、研修で皆様と

３年度におきましては、２年度に比べれば多く開催されましたので、顔合

わせもできて、ネットワークの構築というのは２年度に比べればできたの

ではないかと思っております。 

続きまして（３）地域ケア会議の実施でございます。こちらの会議、３

種類の会議がございまして、まず１つ目がちよだケア個別会議というもの

で、いわゆる地域で暮らしていて、いろいろな関係者が困難に感じている

ケースにつきまして、その方に関係している方にお集まりいただいたり、

警察の方とか弁護士の先生とか、いろいろな方にお集まりいただいて、こ

のケースはどうしましょうかという会議を令和３年度につきましては１５

回行っております。 

介護予防ちよだ個別ケア会議につきましては、こちらはあんしんセンタ

ー神田さんと共催で１月７日に行っております。 

圏域レベルの地域ケア会議につきましては、１２月に先ほどご説明させ

ていただいたとおり地域のケアマネジャーさんをお呼びして麹町地域の課

題は何なのか、この地域にどんな制度があればいいのか、どんなサービス
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があればいいのかというのをグループワークで出していただいて、その内

容につきましては千代田区のほうに上げさせていただいております。 

続きまして（４）の任意事業でございます。介護者教室が主になります

けれども、ちょっとコロナで何回かは開催の見送りはあったのですけれど

も、４回無事に開催しております。テーマにつきましては、転倒予防体操

とか、小豆を使ったカイロづくりとか、そのような形で先生にもお越しい

ただいたり、事業者さんに講師役になってもらったりしながら無事に、本

当に感染対策に気をつけながらやっておりました。 

続きまして「②介護保険制度に関する情報提供と申請支援、受付業務」

でございますけれども、相談件数を見ていただければ、電話の相談が１，

８５９回、来所が１２５回、訪問が２６８回という形で申請の受付を行っ

たり、介護保険についての相談対応をさせていただきました。 

続きまして（５）介護予防支援でございます。実績を御覧いただきます

と、要支援の方のケアマネジメントの数及び担当者会議の開催件数が記載

されております。令和４年度３月分につきましては、２１８件の請求があ

りました。 

続きまして（６）区独自の委託事業でございます。実績を御覧いただき

ますと、緊急対応訪問件数が１５件ということで、こちらは本当に急に具

合が悪くなって、病院に行けないのだけどどうしたらいいとか、動けない

けどどうしたらいいだとか、ご本人、ご家族、近所の方から寄せられたと

ころに対して、看護師が血圧計とかいろいろなものを持って訪問した回数

が１５件ありました。 

また地域よろずケア訪問件数、緊急というほどではないのですけれども、

よろず的に訪問した数が１９５件でございました。本当に体調が悪い方の

ご自宅に伺うこともあるものですから、本当にコロナの方もいらっしゃる

可能性もありますので、手袋、フェースガード、消毒を念入りに行って、

対応させていただいております。 

続きましてページをおめくりいただきまして、「②高齢者いきいき相談電

話訪問」でございますけれども、週に２回利用の方が９名、週１回の利用

の方が１６名いらっしゃいました。こちらの事業に関しましては、本当に
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１日誰とも話さないという方には、お話しできてよかったということを言

っていただいていますし、安否確認にも有効であると考えております。 

続きまして「③福祉住環境整備訪問業務」でございます。事業実績とし

ましては５件でした。こちらは介護保険の認定がなくてもご自宅に手すり

をつけたりとかできますので、何とか周知をしていきたいと考えておりま

す。 

続きまして（７）高齢者あんしんセンター麹町独自の取り組みでござい

ます。事業実績、出前健康相談ということで１８回開催させていただいて

います。こちらも看護師、保健師が中心に伺っておりまして、地域の高齢

者の健康、バイタルチェックをしたり、健康講話をさせていただいており

ます。 

また、毎年毎年、十数年連続でやっている元旦おせちの会も、コロナの

感染に気をつけながら、予防に気をつけながら行って８名の方にご参加い

ただきました。好評を頂いております。 

続きまして研修会への参加なのですけれども、令和２年度がやっぱりい

ろいろな研修が中止になっていたのですけれども、３年度は開催されて２

５回参加させてもらっています。２年度に比べて約２倍に増加しておりま

す。 

続きまして（８）個人情報保護の取り組みでございますが、本当に我々

個人情報を取り扱っております。個人情報ファイル及びパソコンに関しま

しては、施錠のできる場所に必ず収納しております。 

以上です。 

○杉山副会長 収支状況についてもご説明をお願いいたします。 

○今井委員 それでは続きまして、令和３年度の収支の決算状況の報告をさせていた

だきます。資料のほうは３－２でございます。 

予算、決算、対比で計算書を作ってございますので、真ん中の決算の数

字でご説明をさせていただきます。 

介護保険事業収入となっておりますが、ここのところは社会福祉事業会

計の科目でございまして、内訳で介護予防支援の収入、それとその他の事

業収入ということで、委託金という形で区分けをしております。収入につ
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きましては合計で５，７７４万９，６２９円の収入でございました。 

その下のほうが支出の項目になります。人件費につきましては総額で５，

２００万円超の支出でございます。事業費については、上段の事業経費が

ございませんので、事務費のほうが圧倒的に多く支出のほうになってござ

います。こちらのほうも昨年と比較してそれほど大きな数字の変化はござ

いません。予算に対する上でも若干増加はありますが、支出については特

段の大きな変化はございません。 

決算数字におきましても、当期の収支差額におきましては、８５万７，

７０９円の収支差額を計上して、決算を終了しています。 

あと事業活動外収入という形で、対象事業への債務の取り崩しの保留、

本来の事業とはまた別な支出項目、収入項目が会計上整理されております

が、そのところは説明を省略させていただきまして、２枚目の下から４行

目、３行目ぐらいでしょうか、当期資金収支差額合計が７２万２，０５８

円というところで、資金収支の決算でございます。 

１枚めくっていただいて、３枚目が事業活動計算書でございます。こち

らのほうにつきましても収支計算書と数字上はほぼ同じでございますの

で、若干は収入・支出科目の文言が違っている部分がございますので、収

入と支出の合計額のみご説明いたしますと、左側の当年度決算金額でござ

いますが、５，７６８万２，２３３円が収入でございます。支出のほうは

費用という形の大項目の勘定科目になっていまして、下のほうでサービス

活動費用という形で５，７２４万２６１円、サービス活動増減差額という

形で４４万１，９７２円の収支差額ということでございます。その下はサ

ービス活動事業収支計算書と同じように、サービス部分が勘定されており

ますが、こちらのほうも大きな変化はございません。こちらのほうも次を

めくっていただいて、下から６行目ぐらいでしょうか、当期末繰越活動増

減差額ということで、合計額としましては６１８万４４円ですが、その上

のほうの、ちょっと△の下ぐらいでしょうか、税引前当期活動増減差額は

５０万９，３６６円ということで、その下の当期活動増減差額が５０万９，

３６６円ということで、事業活動収支計算書のほうの事業収支差額の数字

でございます。 
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一番最後のページが貸借対照表になります。資産の部では、預金と事業

未収金という形で委託金の未収が残っております関係で、資産の部で計上

しておりますが、現金預金と委託金ということでございました。固定資産

の基本財産においても、その金額がそのまま固定資産となります。その他

の固定資産においても大きくは退職給付の引当資産が大部分でございまし

て、実質的な固定資産の不動産等の財物があるということではございませ

ん。 

負債の部においても、委託金の入金が月遅れのため、若干資金繰りの関

係がありますので、介護保険事業会計からの一時借入金という形で数字は

計上されております。また賞与引当金のほうが３３１万７，０００円ほど

来期に向けて引当金を計上してございます。 

あと、その下の固定負債のほうは先ほどと同じように、大きくは介護給

付の引当金でございまして、当期の純資産という形でいくと６１８万４４

円というところが貸借対照表の資産の状況になります。 

以上でございます。 

○杉山副会長 ありがとうございます。 

○今井委員 併せて予算もでしょうか。 

○杉山副会長 予算も続けてください。 

○今井委員 それでは令和４年度の収支予算のほうを続けてご説明させていただきま

す。資料３－３でございます。こちら予算上は介護保険事業の介護予防収

入ですね、いわゆる介護予防給付をしているところでございますので、そ

この収入を予算に見込んでございます。決算上は委託金とこの介護保険収

入とを合算していますが、予算上は支出を明確にするために分けて予算計

上しております。１枚目のほうが介護予防支援事業の収入見込みの予算で

ございます。左側のほうが当年度予算で、右側のほうが前年度の予算対比

でございます。例年と同じような若干の増減等はございますが、トータル

で１，２８６万７，０００円の介護保険収入を見込んでございます。これ

に合わせましてケアプランを立てるケアマネの人件費ですとか、あんしん

センターのスタッフが関わっている人件費等の事業について人件費支出と

計上させていただいております。事務費についても同じような考え方でご
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ざいます。 

よって令和４年度の事業活動支出においては７１６万７，０００円を計

上し、事業活動資金収支差額は５７０万円を見込んでございます。 

こちらは次のページの当期資金収支差額の合計、下から３行目ぐらいの

ところでございます。５６５万８，０００円が４年度の介護保険事業の収

入見込みでございます。 

次の３枚目でございます。こちらのほうは委託金の形で地域包括支援セ

ンターの事業費収入を明記している予算書でございます。左側のほうが当

該年度、右のほうが前年度の予算の数字でございます。４年度１，３００

万円ほど予算が委託金の中で増えてございますが、先ほどの事業報告でも

若干触れたところでございますけれども、令和４年度から高齢者見守り支

援の窓口業務が麹町地域においても業務委託されます。この関係で専従職

員２名を増員して対応いたしますので、その人件費が増額されているとい

うことでございます。したがいまして委託の事業区分においては５，７６

９万１，０００円の収入見込みでございまして、支出においても大きくは

人件費がメインでございまして、事務費を２７０万円ほど計上させていた

だいて、支出合計については合計６，２２７万１，０００円でございます。

事業活動資金収支差額においては４５８万円ほどの赤字計上であります

が、前のページでありました介護保険事業の収入の５６５万８，０００円

がこの法定の資金の中でやりくりをさせていただいておりますので、この

分につきましては決算のときと同じように、マイナスという決算にならず

に、若干でございますがプラスの収支で推移するとなりますので、予算上

についても合算の予算では分かりませんが、決算の法定額を見ていただく

と、余裕を持った運営ができているとお考えいただいて結構だと思います。 

以上で、ご説明させていただきました。 

○杉山副会長 ありがとうございます。では、引き続き議事３について、高齢者あんし

んセンター神田から説明をお願いいたします。 

○高齢者あん

しんセンタ

ー神田川島 

高齢者あんしんセンター神田、センター長の川島と申します。日頃より

高齢者あんしんセンター神田の事業運営にご協力を賜りましてありがとう

ございます。神田の発表は左側の「事業実績」を右側の「課題と今後の方
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センター長 向性」に含めて発表させていただきますことをご了承ください。 

では、始めてまいります。神田の資料の２ページからまいります。（１）

包括的支援事業、「①第１号介護予防支援事業」です。令和３年度は、コロ

ナによる外出自粛が続く影響を最も感じた１年でありました。中でもある

程度予測は立てておりましたけれども、フレイル状態に陥った高齢者の相

談を多く受け付けた１年であり、これが対応件数の増加に反映されたもの

と考えられます。 

相談を受けた時点で既に介護保険や総合事業のデイサービスにつながざ

るを得ない身体状態の方が多く、フレイル軽度の段階で対象者を掘り起こ

す重要性を改めて認識した次第です。そのためには地域の中に入り込んで

活動する認知症地域支援推進員や高齢者見守り相談窓口担当者の掘り起こ

し活動をさらに強化していかなくてはいけないと考えております。 

「②総合相談支援業務」です。総合相談業務も、介護予防事業同様コロ

ナの影響で地域に埋もれていた課題ある高齢者が表面化してきたことか

ら、相談実績が昨年度より増加いたしました。令和３年度はコロナの予防

接種が進んだ１年でありましたが、それでも第６波の感染力が非常に強い

状況なので、コロナを理由に相談支援が滞ることがないよう努めてまいり

ました。 

令和３年度は、部署内で試験的に月１回、３職種、すなわち保健師、社

会福祉士、介護支援専門員ですけれども、それら３職種で意見交換する場

を設けました。それぞれの専門性の立場から、コロナ禍での相談支援の在

り方を話し合うことができ、可能な限り令和４年度も継続できればと思っ

ております。 

「③権利擁護業務」です。高齢者虐待対応は令和２年度と比較すると実

件数自体は減りますけれども、延べ件数が増えているのは、１つのケース

支援に手間や時間を要していることを意味していると思われます。コロナ

感染が疑われる母親に対し同居する子が受診をさせなかったり、リモート

ワークの子が母親の認知症にイライラし暴言を浴びせるなど、コロナにま

つわる事例が目立ちました。引き続きケアマネジャーから速やかな通報が

入るよう、地域のケアマネジャーや介護サービス事業所宛てに高齢者虐待
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予防における勉強会を開催して、普及啓発にも力を注ぎたいと思っており

ます。 

「④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」です。地域のケアマネ

ジャーからの相談に対し、課題整理の後方支援を行い、必要時個別地域ケ

ア会議につなげたり、地域での接点減少を克服する目的で、圏域別地域ケ

ア会議を開催いたしました。結果、コロナ禍であっても地域のケアマネジ

ャーのつながりを維持できたと評価できます。 

令和４年度もこの流れを維持できるようケアマネ支援を行ってまいりま

す。 

続きまして、「⑤在宅医療・介護連携推進事業」です。令和３年度は、在

宅要介護高齢者の受入態勢整備事業に関する支援を、かがやきプラザ相談

センターと連携し、実施いたしました。１年間区全体で８件の実績に対し、

神田地域の実績は５件です。どういった事業かと申しますと、介護者がコ

ロナ陽性や濃厚接触者になった場合、取り残される要介護者の緊急一時保

護を行う制度なのですが、九段坂病院、区内の訪問介護事業所、在宅支援

課と密に連携し、スピーディに制度に乗せ、感染拡大防止及び家族、本人

の不安解消に努めてまいりました。第７波によって再開されつつありまし

た医療介護連携がまた停滞してしまうことを視野に入れ、事業の促進を目

指してまいります。 

続きまして、「⑥生活支援体制整備事業」です。先ほど竹内センター長も

おっしゃっておりましたけれども、令和４年度はかがやきプラザ相談セン

ターが本事業を受託することになっております。引き続き情報を共有して、

地域ネットワークを広げ、地域課題解決に向け生活支援コーディネーター

と協力してまいりたいと思っております。 

「⑦認知症総合支援事業」です。認知症の相談実績といたしましては、

令和２年度と比較し数字は横ばいでしたけれども、課題は複雑化している

ケースの増加に伴いまして、必要な支援につなげるまでに費やす時間や労

力は明らかに増大傾向と考えております。また、子ども世代の晩婚化が影

響しているためか、認知症相談に限らず今年度全ての相談に、介護者に乳

幼児や幼児がいるといったケースが多くて、親を見切れないといったケー
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スも目立ちました。この選択肢は多くが施設入所であることが多いのです

けれども、それでも地域包括支援センターとして住み慣れた地域で暮らし

続けられる方策はないかといった視点を心がけるよう努めてまいりまし

た。 

認知症支援と社会参加の実績といたしましては、令和３年度は地域の声

に応える形で認知症カフェを月１回から月２回に増回する取組を行いまし

た。同時にケアパスの普及啓発のため、警察、郵便局、薬局、民生・児童

委員等が顔の見える関係づくりに努めてまいりました。 

令和４年度は、認知症カフェを軸に、地域ネットワークのさらなる広が

りを目指す視点で地域認知症支援を行っていきたいと思っております。 

（２）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築です。一昨年

度ですね、令和２年度神田地域で３件発生してしまいました孤立死の再発

防止のため、令和３年度は積極的に行政や地域の専門職及び地域住民との

連携を実施し、高齢者の見守り訪問を継続いたしました。見守り訪問の事

前周知や事後報告をきっかけに、町会支援者や民生・児童委員と気軽に相

談できる関係が構築され始めていることが大きな成果であったと評価でき

ます。引き続きこれらの関係がさらに拡大できるよう丁寧な連携に努めて

まいります。 

続きまして、（３）地域ケア会議の実施です。令和３年度は、ちよだ個別

ケア会議を５回、７ケース実施しております。ケースの背景には地域の変

化と高齢者の孤立、課題を抱える家族への支援といった共通する課題が浮

き彫りになりました。圏域レベル地域ケア会議では、感染予防もそうです

が、過去の開催成果を改めて評価した上で、令和３年度は主任介護支援専

門員を中心に、参加者を限定し開催いたしました。地域で活動するコアメ

ンバーを限定したことで、課題解決に向けた意見を提言することができま

した。 

介護予防ちよだ個別ケア会議は、例年と同じ方法で開催いたしましたが、

令和４年度はこの会議に生活支援コーディネーターをどう絡めていくかが

課題となります。より多角的にケアマネジメントの視点を広げられるよう、

効果的な会議を目指していきます。 
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（４）任意事業です。「①家族介護支援事業」です。令和３年度高齢者や

その家族に向けた暮らしの講座、「神田で元気にながいき教室」は、緊急事

態宣言やまん防が不定期に繰り返される中でも、事業計画どおり計６回開

催することができました。令和２年度までの開催方法では参加者が増えな

い、毎回同じ顔ぶれといったいわゆるマンネリ化が課題でしたが、令和３

年度より地域の情報弱者に必要な情報を届けるにはどうしたらよいかとい

った視点で企画運営を心がけ、主には民生・児童委員に特化した教室開催

を試みました。コロナ禍での支援者側の苦悩や工夫を共有する貴重な機会

になりまして、新しい開催方法での手応えを感じることができました。 

令和４年度は、高齢者見守り相談窓口業務担当者が日々連携している町

会役員の声として、コロナで町会の集会を開くことができない、町会員を

集めるきっかけがないといった課題に注目し、各町会向けに出張型教室を

行い、より地域に身近な存在となれるよう高齢者あんしんセンターの役割

を発信してまいりたいと思います。 

２つ目の「ながいき通信」ですが、コロナ禍により社会活動縮小を考慮

いたしまして、計画では年３回発行と記載したのですけれども、５回に増

やし発行いたしました。配布方法も今までは医療機関、薬局でしたけれど

も、加えて介護サービス事業所に配布し、活動内容のＰＲに努めました。 

「②介護保険制度に関する情報提供及び申請支援、受付業務」です。新

型コロナウイルス感染症の影響で、緊急事態宣言下でも相談は待ったなし

で発生いたしました。専門職としての視点に立ったアセスメントに基づき

まして、質の高い支援ができたと評価するとともに、感染予防に配慮した

業務管理を行うことができました。 

続きまして、（５）介護予防支援（予防給付）です。令和３年度の年間プ

ラン件数は、前年度を若干上回る結果になりました。コロナ禍で閉じこも

りが原因で認知症が悪化したり、身体機能が低下し、援助が必要となった

ケースがあり、コロナの影響が介護予防支援、介護予防ケアマネジメント

につながったと考えられます。 

一方で、ウィズコロナを見据えた要支援者の主体的な自立を支援するケ

アマネジメントの在り方が、令和４年度の課題となっており、検討してま
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いる方向です。 

（６）区独自の委託事業です。「①地域よろずケア」です。今年度のよろ

ず相談件数は令和２年度と比較し、ほぼ横ばいでありました。家族が訪問

できない、またはいないことで生じる緊急的な安否確認や発熱した、これ

はコロナ感染が疑われるケースですが、こういった高齢者及び介護者への

対応実績もありまして、専門職としての緊急性、臨時性、支援の根拠を判

断しながらスピーディに対応してまいりました。よろずケアはかがやきプ

ラザ相談センターと連携する機会も多く、お互いの機関の持つ強みを生か

し、支援に当たることができたと思っております。 

「②高齢者いきいき相談電話訪問」です。電話訪問利用者の平均年齢は

約８６歳で、約半数は要介護・要支援認定を受けています。相談員との会

話の中で、ワクチンの予約、入退院後の生活状況、夜間大きい地震があっ

た翌日のフォローなど、利用者の声を受け止め、不安を解消するように努

めました。 

次年度も安否確認を中心として、コミュニケーションを通じ安心・安全

の在宅生活を継続できるよう支援してまいります。 

「③福祉住環境整備訪問業務」です。令和３年度は、コロナの影響で身

体機能の低下を実感し、申請を希望するケースが複数ありました。本事業

は課題のある高齢者の掘り起こしに重要な役割を担っております。 

令和４年度の総合的視点を持ちながら、迅速かつ丁寧な業務遂行を目指

してまいります。 

「④高齢者見守り相談窓口業務」です。令和元年度の試験的訪問を除き、

今年度で神田地域２週目が終わろうとしております。各戸から聞き取る生

活状況の中では、個別ケース支援の積み重ねでは得られない地域課題が隠

れていたり、丁寧な事前周知活動を通し、町会関係者のネットワークが以

前より深まったなど大きな収穫を得ることができました。本業務は高齢者

あんしんセンターが担う多くの業務、事業の礎となることが明らかになり

つつあることから、専任職員への期待度がさらに高まっていることが予測

されます。効果的かつ効率的な訪問を目指すため、令和３年度は１年を通

し行政と訪問結果のデータ化、見える化ですけれども、これについて意見
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交換を重ね、令和４年度から活用をする事前調査票を完成させました。 

令和４年度は、実用後の課題を丁寧に精査して、高齢者あんしんセンタ

ー麹町と足並みをそろえた業務遂行を目指してまいりたいと思っておりま

す。 

（７）高齢者あんしんセンター神田の独自の取り組みです。神田地域に

特化いたしました「こもれび住宅」やケアハウスでは、集会室の閉鎖や縮

小、孤食が影響した課題ある高齢者の相談が複数寄せられました。いずれ

も早い段階で相談支援につながり、毎年積み重ねているアウトリーチが効

果的に作用したと評価できます。 

すみれ会といいまして、神田連雀のボランティアグループですけれども、

買い物支援はコロナ禍でも休止することなく活動しておりましたが、人員

等の調整が難しく、課題整理に基づいた活動規模拡張を進めることができ

ない１年でありました。次年度はかがやきプラザ相談センターが受託する

生活支援コーディネーターと意見交換しながら、新たな方策を見出してい

きたいと思っております。 

あと令和３年４月に開設した千代田区社会福祉協議会の秋葉原にありま

すアキバ分室との今後の連携方法についての意見交換を行い、年度内に連

携実績を作ることができました。令和４年度、さらに有機的、発展的な連

携方法を構築してまいりたいと思っております。 

（８）個人情報保護の取り組みです。令和３年度個人情報を適切に取り

扱い、苦情やトラブルは発生することなく経過できました。令和４年４月

に改正されました個人情報保護法のポイントを全職員で正しく理解し、実

践していくことが重要と考えております。 

最後になりますが、（９）コロナ禍での事業継続の取り組みです。令和２

年度まで高齢者あんしんセンターが担う事業は、新型コロナウイルス感染

症を理由に休止させないことに注力いたしましたが、令和３年度はこれら

に加えコロナ感染症が原因で生じている地域課題にも目を向け、各事業を

運営するように努めてまいりました。令和３年度、ほとんど開催されなか

った外部研修に、令和３年度は全職員で積極的に参加して、コロナ禍にお

ける事業所運営の知識を取得して役立てました。何よりふだんの健康管理
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及び適切な感染症検査の受検に留意し、第５波、第６波の渦中、高齢者あ

んしんセンターの中の職員から感染者を出さず、職務に支障を来さなかっ

たことは評価できると考えております。 

以上です。 

○杉山副会長 続きまして収支状況と予算についても、ご報告をお願いいたします。 

○特別養護老

人ホームか

んだ連雀金

井施設長 

あんしんセンター神田の収支状況の報告。まず資料の４－２、令和３年

度の収支状況になります。申し訳ありません、予算のほうはあんしんセン

ター単体での貸借対照表、事業活動費計算書が作成されているのですが、

うちの法人のほうでは、多摩同胞会では法人全体での貸借対照表、事業活

動費計算書等の作成しかできていないものですから、資金収支明細書でご

報告、事業ごとのものを作っておりますので、これを提出しております。 

これの１枚目の頭のところを見ていただくと、この見方ですけれども、

左側から特別養護老人ホーム、通所介護、訪問介護、それから定期巡回サ

ービス、居宅介護支援センター、それから地域包括支援センターと、それ

ぞれ行っている事業別の収支のところがここに入っております。見ていた

だいたとおり、介護保険事業収入となっていますここに委託費が丸々入っ

ておりまして、ほかの居宅ですとか、定期巡回、訪問介護等の事業のほう

はそこの収支のところに入っているのですが、包括のほうは丸々委託事業

になっておりますので、そこの数字が動かず下に降りてきているような作

りになっております。 

２枚目のほうはそのまま包括が右端の数字になっているのですけれど

も、消耗品とか、それから賃借料ですとか、コピー機のリース代だったり

とかパソコンのリース代だったりというところで、あと、もちろん人件費

のところでは支出がかなり発生しておりますけれども、どこも例年通りの

流れになっております。 

それから３枚目ですね、今度サービス区分というところで、包括の予防

支援と、それから高齢者住宅の生活協力員の収支がここに入ってきており

ます。なので予防プランの作成、こちらの数字が一番左端の地域包括支援

センターの介護予防支援員というところになっております。これも例年と

大きな隔たりはなく、数字が上がっているような状況になります。 
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よくよく読み込んでいただくと特養の収支とか、人件費とか派遣の費用

とか、ちょっとでかすぎるだろうと読み込めてしまうのですけれども、包

括の事業に関しては順調に推移しているところは読んでいただけると思い

ます。 

それから４－３のほうですね。収支予算のところになりますが、こちら

のほうは予算という形で、こちらも申し訳ありません、連雀全体のものし

か作成できていないのですが、こちらをお持ちしております。具体的には

細かいのですけれども、上から２６行目、２７行目にあるのですが、介護

予防支援介護料収入のところと、介護予防・日常生活支援総合事業収入と

いう文言が入っているのですね。ここがあんしんセンターで受けている予

防プランとそれから総合事業のプラン作成の収入の予算になっておりま

す。 

それからちょうど中ほどのちょっと上のところですけれども、受託事業

収入の公費と一般というところに、備考のところ、算出基礎のところを見

ていただくとわかるのですが、福祉サービス第三者評価の下、高齢者あん

しんセンター神田の業務委託というところ、それから千代田区高齢者あん

しんセンター認知症地域支援推進員の委託ということ、それからあんしん

センターで受けている神田地区高齢者福祉住環境整備訪問業務委託、ここ

のところがあんしんセンターでの受託業務になっております。 

それからずっと下まで行くと、高齢者住宅生活協力員、これが淡路町の

高齢者住宅での、包括のほうの事業にはなりますけど、一緒にやっていま

すので、住宅生活協力員の協力委託費という形で計算しております。 

すみません、麹町さんに比べると大分雑駁になるのですけれども、こう

いった形で、例年と大きな変わりなく正式に予算としてやっておりますと

いう報告になります。 

以上です。 

○杉山副会長 ありがとうございました。それでは、今、ご説明いただいた内容に対し

て、ご質問やご意見のある方は挙手をお願いいたします。 

コロナ禍で大変精力的に活動をしていただいているようですけれども、

いかがでしょうか。本日は皆さんのご意見を伺いたいということなので、
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そうしましたらちょっと当ててもよろしいでしょうか。加賀先生、お願い

いたします。 

○加賀委員 教えていただきたいのですが、これから一番ポイントとなるのは、一人

暮らしの高齢者世帯、これ神田は大体２，０００人前後、麹町も２，００

０人ちょっということで、この方たちのリサーチというか、その方法、み

んな高層マンションに１人で住んでいらっしゃる方が多いので、これは何

回も言っているのですけど、私たちがそういうところに往診に行くときに、

オートロックがあって、なかなか現場まで行けないということで、何かあ

んしんセンターの方たちが訪問するときに、どういった形でこういった方

をフォローしているのか、何かいい案があったら教えていただきたいので

すが。 

○高齢者あん

しんセンタ

ー麹町竹内 

センター長 

やはり地域ケア個別会議をしていますと、お一人暮らしで認知症になっ

て、外に出て家に帰れなくなる、警察に保護される、通行人の方に救急車

を呼ばれる、そういったケースが多い傾向にあります。ですのでお一人暮

らしの方が認知症になったときは、やはり生活が難しくなると我々イの一

番に考えておりますので、認知症というところで困難ケースになっていく

ことが多いという印象がありますので、そこでちょっとフォーカスを当て

て、我々としては支援と、あとはリサーチを、加賀委員が言われているリ

サーチを。 

このたび、麹町も４年度から高齢者見守り相談窓口事業を委託しまして、

今月から７５歳以上であまり介護保険の認定がない方とか、千代田区のサ

ービスを使っていない方をリストアップして、順番に回っております。そ

うしますとやはり家の中がごみ屋敷、今日行った者に聞いたら、玄関２０

センチあけたら段ボールが積み重なっていたと。その人は、もう７５歳以

上でサービスを使っていない人ですから、発見したなというところがあり

ますので、このたびの新たな事業でそういった方を発掘できるというメリ

ットというか、ことが今年度からできるようになりましたので、一人暮ら

しの方も含めて、高齢者だけで暮らしている方というのも約４割、本当に

全体の８割は若い人と暮らしていないということですので、この地域、神

田地区もそうだと思うのですけれども、千代田区がもう本当に核家族化な
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のか、住宅問題なのか、ほぼほぼ３世代で暮らしている一軒家で地方とか

郊外にある、そんなお家というのはもうほぼ皆無ですから、若い人の手助

けを受けて暮らしている人は少ないのが千代田区の特徴だと思いますの

で、そこに支援をしていきたいと思います。以上です。 

○杉山副会長 神田のほうはいかがですか。 

○高齢者あん

しんセンタ

ー神田川島

センター長 

 

 

高齢者見守り相談窓口業務担当者が日々地域を回ってまいりますと、大

体一人暮らしとか、高齢者のみ世帯という情報を持った上でお邪魔するの

ですけれども、インターホンがうまく使えないとか、私たちが行っても逆

に何の警戒心もなく、どうぞどうぞと招き入れるとか、こちらから拝見し

て、この人１度だけでは心配だなという方がいらっしゃいましたら、必ず

その週も、その週もなるべく継続的に見守りをいたしまして、総合相談に

移行する場合は相談センターと連携して役割分担をしております。 

あと、やはり会いたくても会えない方が一番問題でして、その場合は先

ほど申し上げましたが、私たちのマンパワーだけでは限界がございますの

で、町会の方、民生・児童委員の方にその旨をお伝えいたしまして、町会

や地域のほうで見守ったり、必要な情報を把握したらこちらに提供してい

ただくような発信をしております。 

あと所在不明者がすごく多いのが神田地域の特徴だと思っております。

ビルを持っている、でも住んでいるのは他区、他県という方が多くて、毎

回行ってもお会いできない。そして必ずそういう方には郵便物をお送りす

るのですけれども、ちゃんと届くのです、こちらに戻ってこない。という

ことはどこかに転送されているということなのですけれども、中には読み

ましたよ、元気ですよ、文京区、台東区で暮らしていますよと教えてくだ

さる方もいらっしゃいますし、何も音沙汰のない方もいますので、この音

沙汰のない方をどうするかというのが、非常に課題だなと思っております。

以上です。 

○杉山副会長 ありがとうございます。その流れで花井委員、前田委員は民生・児童委

員ということですので、何か今のことで参考になるようなことがあったら

教えていただきたいのですけれども。 

○花井委員 この２年くらい前になりますが、私の担当地域でビルのオーナーなので
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すが、２階にごきょうだいで住んでいらっしゃったのですね。１つのマン

ション形式の建物なのですが、全く貸していないのですね。お金はあるら

しいのですが、そこへ何度訪ねていっても出ない。インターホンの電源は

切ってあるという状態でして、「妹さん、どうされたのですか」と言っても、

まちで会っても、「寝ています。ちょっと風邪引いています」ということで、

あるとき警察がやっと入られて亡くなられていたと。その後、妹さんが亡

くなられてお姉さんが入院されて、我々民生委員はどうしようもないので、

それきりになってしまったのですけれども。その間、何度か前を通るたび

に写真を撮ったり何なりしたのですが、その後どうなられたのか、こちら

のほうにも情報が入ってこないという状況が１回ありました。 

それが大きなことで、あとは私の担当の中でそういうことはないのです

が、もう１人近くのマンションに住んでいまして、何かと私に電話してく

るのですね。クレーマーのような方でして実際にお会いしたことはないの

ですが。マンションに自転車を空いている場所に置いて文句言われたと訴

えていましたが、それはそのマンションの管理規約にありますから、管理

組合とお話しなさってくださいという話をしたのですが、変なところでク

レームが来るのですね。そのマンションの方、管理人さんにお話ししまし

たら、ああ、あの方は困っているのですと。それから警察官が訪ねてきた

り、私、何も悪いことしていないとか、そのときも神田警察が来まして、

実はこうこうしかじか。それは見守りのような形で訪ねていかれていると。

大体想像がついていましたけれども。そのことを説明したら、それで収ま

ったとか。そういうのが２件ほどありました。ご存じの方もいらっしゃる

のではないかと思いますが。そのぐらいですかね。 

○前田委員 私はまさに先週、あんしんセンター麹町のほうにお電話させていただい

たのですけれども、区内にお住まいだったのですが、一人で暮らすのが難

しくなったということで、他区に移られたのですね。今、姪御さんがお世

話をしていらっしゃるのですけれども、千代田区内にいたときは車いすを

１か月５００円ぐらいで借りられた。だけれども今、移った先の施設では、

今度１か月５，０００円と言われたのだけれども、どうしてこんなに、介

護の認定が重くならないのに車いすばかり高くなってしまったのだろうと
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相談されたのですけれども、私でもちょっと答えられなかったので、あん

しんセンターのほうに、こういうふうにおっしゃっている方がいらっしゃ

るのですけれどもということで、質問させてもらいました。結局入ってい

る施設によって価格が設定されているからということで。その方もそうい

う説明は受けたのですけれども、５００円が１０倍になる。どうも納得が

できない。それだったら買ってしまったほうがいいのかなともおっしゃっ

ていて、まさに今日こちらに書かれてあったのですけれども、介護保険の

仕組み、私たちちょっと分からないことが多くて、でもそういうときも質

問できるところが、あんしんセンターなのだなということをありがたく思

っています。 

ちょうど私たち、５月１４日に民生・児童委員の協議会の活動強化紹介

制度というのがあったのですけれども、両あんしんセンターが皆さん出向

いてくださって、そして今まであんしんセンターに行く機会がなかった民

生委員も知ることができてよかった、行きやすくなったという声もありま

した。以上です。 

○杉山副会長 ありがとうございます。ケアマネの立場から有村さん、何かございます

か。一人暮らしの問題、どう対応したらいいのかなという加賀先生のご質

問だったのですけれども。 

○有村委員 ケアマネジャーの神保町居宅の有村です。先ほど加賀先生がおっしゃる

ように、支援のためヘルパーさんが入りたくても、マンションのセキュリ

ティーが厳しくて、そのマンションにご本人が開錠できなくなってきて、

認知症とか、身体的なことでですね。そうなってしまった場合はそこでの

生活がそのまま、特に一人暮らしさんですけれども、継続していけるのか

どうかというところがありますので、そこはやはりあんしんセンターさん

とかに相談して、それこそ民生さんとか、町会さんとの顔つなぎとか、あ

とはサービス事業所さんがそういったところのアプローチの仕方とかが詳

しかったりするので、本人との接触ですね、そういったところもあんしん

センターさんを交えて、お知恵を拝借しながらマネジメントしているとこ

ろであります。 

○杉山副会長 ありがとうございます。加賀先生、いかがですか。 
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○加賀委員 ありがとうございました。ちょっと私のほうで一言述べさせていただき

ますけれど、うちの隣に高層のマンションがあるのですけれど、そこで在

宅の医療をやっているのですが、ついこの間、往診したときに、ドアのス

イッチを２回押さなければいけないのですけど、なかなかドアが開かない

ということで苦労して、虐待かと思ったら、部屋の中がすごく熱気むんむ

んでびっくりしまして、８１歳の方、軽度のＭＣＩみたいなのがあるので

すけれども、すぐ窓を開けて温度管理をしたのです。そして姪っ子さんの

電話番号を知っていたのですぐ電話をしたら、クーラーのスイッチを押す

ことができないと言うのですね。それでそのクーラーの場所も聞いて、２

７度ぐらいに設定して帰ってきたのですけど、熱中症になるので、これか

ら区のほうとして、一人暮らしの方たちの熱中症の対策とか何か、昔、２、

３年前でしたか、定期的にスポーツドリンクを持っていっていただいたり

とかしていたのですけど、今年は何かそういった対策はしているのでしょ

うか。 

○原田千代田

保健所長 

今年も同様に、熱中症始まりだしたなというときに８０歳以上の方と、

６０歳から動けない方ですね、そういう方に看護師が全戸訪問しておりま

す。ドリンク、そういったものをお配りしている。出張所とも一緒にさせ

ていただいているところなのですが、継続的にいつもということではない

ので、ちょっとその後心配といえば心配なところです。 

○杉山副会長 ありがとうございます。熱中症訪問というのは、保健所のほうでされて

いるということ、今、出張所とも一緒に取組で熱中症のところで訪問した

りというのは伺っているので、特に一人暮らしで認知症になられた方たち、

やっぱりご心配だというご意見だと思いますので、今後も民生・児童委員

さんとか、地域の方たちとか、出張所とか、もちろん医療のほうとも連携

しながら進めることが大事なのかなと思いました。 

それからフレイルのこととか、そういったこともあると思うのでけれど

も、何かほかにご意見のある先生方、いらっしゃいますでしょうか。まだ

ご発言頂いていないので、もしよろしければ歯科の先生方から何かコメン

トはありますでしょうか。 

○西田委員 今、フレイルということでお話を頂いたので、歯科のほうでもフレイル
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予防事業、千代田区のほうで行っている事業に関して協力させていただい

ておりますが、やはりフレイルになってからでは遅くて、予防ですよね。

その前の前段階で元気なうちに気がつくかが分かれ道だと思っておりま

す。そこをいかに患者さんといいますか、聞き出していただいて、高齢者

の患者さんに将来フレイルというか、衰えを遅くするために、口腔内の体

操だったりとか、そういうのをやっていきましょうということで大分認知

はされてきていると思うのですが、まだまだ皆さん元気なので、まだまだ

私はできるとか、そういうふうに思っていらっしゃるのですが、私たちが

見ていましても、病院の扉を開けづらかったりとか、あとは小さい院内の

段差が、ちょっとよろよろしてしまうような方とかを見受けるので、そう

いう方へのお声がけもしていきたいと思いますが、その小さな気づきとい

うのがやはり大切かなと思います。 

ちょっと別件ですが、今日たまたまなのですけれども、急患でショート

ステイをされていた方が転倒されて、かなり口腔内を切ってしまって、歯

がぶつかって８針縫ったのですけれども、そういう方がいらっしゃいまし

た。ご家族に連絡をとってくださいということだったのですが、ご家族と

なかなか連絡がとれずに、どうもお話を聞くとやはり口腔内が清潔とはい

えない状態の患者さんだったのですが、ご家庭はごみ屋敷というか、すご

い状況のお家らしくて、ご家族もちゃんとした血縁関係のご家族ではない

方と一緒に住んでいる等々の方がいらっしゃる、その辺の緊急時の医療は

もちろんこちらとしてやっているのですが、そこを気づいてあげるという

か、小さいお子様方の見守り隊というのがあるように、ご老人に対しても

何かそういうネットワークがもう一歩あるといいなというのはすごく感じ

ました。 

○杉山副会長 ありがとうございます。介護保険を使っていらっしゃる方でも、そうい

う家庭環境の方が来られたということですね。ありがとうございます。 

○加賀委員 あと今年からの長寿健診は、フレイルが入っていますので、ポイントを

押さえられるのではないかと思います。 

○杉山副会長 そうですね、健診事業とか、フレイルチェックとか、そういったものも

区のほうでも最近フレイルチェックということでされるということだと思
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いますので、何かその辺りでありますでしょうか。 

○島田地域包

括ケア推進

係長 

在宅支援課地域包括ケア推進係長の島田でございます。ちょっと介護予

防担当のほうが先日より産休に入りましたので、私のほうから代わってご

説明申し上げます。 

フレイルチェックということで、先ほど西田会長様からお話しいただき

ましたように、昨年度からフレイルチェック測定会というものを実施いた

しております。歯科医師会の先生にも来ていただいて、お口の中の検査を

していただいたりとか、そういったところを進めさせていただきまして、

今年度につきましても、もう少し人数は８０人にしてたかな、確かかがや

きと万世のほうで８０人規模のフレイル測定会というものをさせていただ

いております。 

やはり小さな気づきということで、ご本人たちにもなってから相談窓口

に行くという方たちがたくさんおられると思うのですけれども、まずなる

前に、まずは自分の体のこととか、お口の中のこととか、栄養のこととか、

いろいろなことを考えて、そして自分でちょっとチェックしてみようねと

いう普及啓発という面も、本年度、次年度力を入れて取り組んでまいりた

いと思っております。 

○杉山副会長 ありがとうございます。そのほか何かご意見のある方はいらっしゃいま

すでしょうか。丸橋委員、何かありますか。 

○丸橋委員  私も千代田区、今、麹町地域に住んでいるのですけど、やはりおっしゃ

ったようにマンションがほとんどですので介護が大変だと聞きますし、あ

と女性の方というのは比較的自分で何かあるといろいろな会合に来られた

りというのが多いのですけれども、男性の高齢者の方は、仮に自分で事業

をやっていた方が高齢になられたときに、一人暮らしになって出てこられ

ない。「あの人、どうしたの？ しばらく見ないわね」という方が割に多く

て、その方のプライドを守りながら、皆さんが心配だということを中心に

しながら、どうつながっていけばいいのかなというところが今は問題かな

と……。 

○杉山副会長 ありがとうございます。地域で連携をどうするかというのは先ほどから

議題に出ていると思いますので、包括のほうに情報が集約をされたりとか、
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連携が進むようにというのはやはり今後の課題かなと感じます。ほかの先

生方、よろしいでしょうか。高野先生、よろしいですか。 

○高野委員 認知症独居とか、夫婦同士で認知症が進行してにっちもさっちもいかな

くなってしまったご家庭という方が、やはり最終的に施設に入られるとい

うことが最終的な選択になるのだと思っていますが、麹町地区にザ番町と

いうすばらしい施設があって、そこの特養の入居率がまだ７０％くらいで

空きがあって、区民の志願者がなかなかいないというすごくもったいない

状況で、それをもう業を煮やした施設長たちというか、社福の長が、これ

はほかの区民に開放すると言い出しているという話を聞きました。せっか

く千代田区にあって、千代田区の税金も投入されてアドバンテージがある

ので、入居の対象として。その辺でのそういう方たちへの償還といいます

か、誘導といいますか、理解を深めていただくような取組みたいなものは、

千代田区としてあるのでしょうか。 

○小原高齢介

護課長 

今、高野先生からご指摘がありましたザ番町ですけれども、昨年、令和

３年の４月に開設いたしました。ご指摘のとおり空床ということで空きが

ございます。今現在すばらしい施設ができたのですけれども、私から言う

のもなんですけれども、施設入居の必要な方が入れるというのが理想なの

ですけれども、逆にそういう施設に入らなくてもいいという軽度の高齢者

が増えるのも１つの効果なのかなと思っております。 

今、高野先生のお話で、他区の方も受け入れるという形で、結論はまだ

出ていません。ただし区民の方が優先という考えは引き続き継続していき

ます。あと区のほうで検討というか、今、分析しているのは昨年来、特に

今はコロナ禍ですけれども、施設に入れてしまうとご家族の方が会えない

という状況で、お申し込み自体が結構少なくなっているという現実もござ

います。その中で区民のための施設ということがございますので、その観

点は曲げずに区民優先という形で引き続き施設とも連携をしながら考えて

いるところでございますので、ご理解いただければと思います。 

○杉山会長 ありがとうございます。依田先生、何かございますか。 

○依田委員 どういう話をされたらいいのかあれなのですけれども、男の人はやっぱ

りコミュニケーションをとるのが僕も含めて下手なので、皆さんおっしゃ
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るようにいろいろな壁があるのだと思います。フレイル事業にしろ何にし

ても圧倒的に女性の方のほうが参加率というか、出席率はやっぱりすばら

しくよろしいですね。今度、来週予定されているフレッシュアップ教室と

いうのも１１人参加予定で、私が行くことになっているのですけれども、

９人女性で２名男性ということなので。ですから小さいときから、数年で

もこの神田なり麹町なりに住んでいらっしゃった方は、年齢になられても

そのときの友達が声をかけてくれて、出やすいのでしょうけれども、今、

皆さんおっしゃるように新しくできたマンションに他のところから入って

くると、全くその糸口がつかめないのだと思うので、そうするとその人を

引っ張り出すというのは、相当難題ではないのかなと感じるので、少しで

も、何しろお声がけなのかな。そのお声が届かないから皆さん苦労されて

いるのだとは思うのですけれども、お声がけなのかなと思っていますし、

私たち歯医者さんも来ていただいた患者様の口の中を診るだけではなく

て、多分西田先生もそうだと思うのですけど、来ていただいた患者さんほ

とんど、行動を多分僕たちは診ているので、あるところから食べこぼしや

なんかが多いような服を、今までずっとこぎれいな洋服を着てこられてい

たのに、洋服はきれいなのだけれども、食べこぼしみたいなのが残ってい

たりすれば、少し認知症の始まりなのかなということでご家族の方にご連

絡申し上げたりとか、なるべく昔のように歯だけ診るというよりは、もち

ろん顔の表情から始まって、装いというか、身だしなみを含めた行動を見

るようにして、私たちの気づけるところがあれば少しでも気づいて、皆様

のお役に立つようにできればなということで、フレイル事業も頑張って、

今年９月１５日が万世橋、２８日がここで、今、おっしゃったように去年

６０人だった定員を８０人に増やしていただいて、私たち歯科医師も午前

午後３時間ずつ、去年の倍以上の人数で頑張ろうと思っているので、ぜひ

お近くの方がいらっしゃったら参加するようにおっしゃっていただけたら

と思います。 

○杉山副会長 ありがとうございます。もっと議論を深めていきたいところなのですが、

そろそろ時間が押し迫ってきましたので、コロナ禍でやはりフレイル予防

ですとか、早期に認知症の方を見つけて支援を行うということがかなり大
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変な状況になっているかと思います。今、包括の皆さん方、積極的に取り

組んでくださっているところと、あとは地域の連携の体制づくりというこ

とで、今年度は生活支援コーディネーターの事業と、見守り相談窓口とい

う訪問の事業等が新しくというか、さらに発展すると思いますので、そう

いったところから支援が必要な方を取りこぼさないようにできていくとい

いのかなと思いました。 

では、この辺りでこの議題は、ちょっと私の進行が悪くて時間が押し迫

ってしまっているのですが、終わりにさせていただきたいと思います。 

では、続きまして、議事の４について、事務局からご説明をお願いいた

します。 

○赤石澤 

 相談係長 

それでは、議事４につきまして事務局のほうからご説明させていただき

ます。資料の５を御覧ください。資料５は、指定介護予防支援業務の一部

委託状況の資料になっております。この指定介護予防支援業務については、

指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターが、在宅の要支援者

の方が介護保険から給付される介護予防サービスを適切に利用できるよう

に、介護予防サービス計画というものを作成するのですけれども、なおか

つ介護予防サービス事業者と連携調整を行う中で委託が行われますという

ことになっております。 

（１）のところを見ていただきますと、令和３年度の委託状況が書いて

ございます。麹町が１９０件で、あと委託によって行ったのが２８件で合

計が２１８件、それから神田さんのほうは直接行っているものが１０６件

に、委託のほうが４０件、計１４６件となっております。 

その横に、令和２年度の２月の協議会のほうで報告しました数が出てお

りますので、参考に御覧ください。 

この委託の基準についてなのですけれども、どういう場合に行っていい

ですかということなのですが、資料５の一番下の委託の基準というものが

書いてありますので、こちらをご確認いただければと思います。例えば住

民票の住所と居所が違っていて、あんしんセンターのほうが業務を行うこ

とが困難場合ですとか、あと要介護が要支援に流れたのだけれども、引き

続き利用者との信頼関係から同じケアマネジャーさんにお願いしたいなと
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いう場合ですとか、そういうことが委託できる条件になっております。 

（２）は新規の業務委託事業所ということで挙げてございます。令和３

年度のほうが新規委託事業所については１件でした。委託の基準ですが、

３番にある高齢者のみ世帯で、一方が要介護で、もう１人のほうが要支援

という場合で、世帯全体のサービス調整を一括で行うことが望ましい場合

ということで、こちらの方は居宅介護支援事業所のほうに委託をしており

ます。報告は以上になります。 

○杉山副会長 ありがとうございます。ただいまの説明を受けて、質問や意見のある方

は挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

それでは議事の５の「その他」に移らせていただきたいと思います。ほ

かに事務局からの報告事項はありますでしょうか。 

○赤石澤 

 相談係長 

では、今後の予定についてこちらでお話しさせていただきたいと思いま

す。今後の予定ですけれども、８月２３日火曜日に、評価部会を開催予定

にしております。評価をお願いする委員の皆様には、既にご案内をさせて

いただいております。また運営協議会の第２回目ですが、開催は来年、令

和５年３月ぐらいを予定しております。皆さんご多忙の方と存じますが、

ご出席を頂けますように、どうぞよろしくお願いいたします。以上になり

ます。 

○杉山副会長 ありがとうございます。そのほか委員の先生方、包括の皆様方から何か

ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

では、閉会をさせていただきたいと思います。本日、委員の皆様から様々

なご意見が提示されましたが、事務局のほうでこの点について整理をして、

今後の地域包括支援センターの運営等に生かしていただきたいと思いま

す。 

それでは、これにて本日の運営協議会を閉会させていただきます。あり

がとうございました。 

 


